
 

   

 

 

■■■■現在現在現在現在のののの敷地敷地敷地敷地をををを利用利用利用利用しししし、、、、本庁舎本庁舎本庁舎本庁舎（（（（本館本館本館本館・・・・    

新館新館新館新館））））及及及及びびびび東館東館東館東館をををを全全全全てててて解体解体解体解体しししし、、、、既存庁既存庁既存庁既存庁    

舎舎舎舎をををを集約集約集約集約したしたしたした新庁舎新庁舎新庁舎新庁舎をををを建設建設建設建設するするするする。。。。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利点利点利点利点（（（（メリットメリットメリットメリット））））    課題課題課題課題・・・・問題点問題点問題点問題点（（（（デメリットデメリットデメリットデメリット））））    

◇◇◇◇総合庁舎方式総合庁舎方式総合庁舎方式総合庁舎方式でありでありでありであり、、、、ワンストップワンストップワンストップワンストップ窓口窓口窓口窓口

のののの設置設置設置設置などなどなどなど、、、、集約集約集約集約的的的的・・・・効率的効率的効率的効率的ななななサービスサービスサービスサービス

提供提供提供提供ができができができができ、、、、利用利用利用利用しやすいしやすいしやすいしやすい庁舎庁舎庁舎庁舎となるとなるとなるとなる。。。。 

◇◇◇◇効率的効率的効率的効率的なななな庁舎計画庁舎計画庁舎計画庁舎計画がががが可能可能可能可能であるであるであるである。。。。    

◇◇◇◇施工施工施工施工はははは、、、、比較的比較的比較的比較的にににに容易容易容易容易であるであるであるである。。。。    

◇◇◇◇完成後完成後完成後完成後のののの駐車駐車駐車駐車スペーススペーススペーススペースはははは、、、、東館跡地東館跡地東館跡地東館跡地もももも含含含含

めめめめ現在現在現在現在のののの２２２２倍倍倍倍のののの台数確保台数確保台数確保台数確保はははは可能可能可能可能であるであるであるである。。。。    

◇◇◇◇防災拠点機能防災拠点機能防災拠点機能防災拠点機能やややや市民交流機市民交流機市民交流機市民交流機能能能能などなどなどなど、、、、新新新新たたたた

にににに求求求求められるめられるめられるめられる機能機能機能機能がががが導入導入導入導入しやすいしやすいしやすいしやすい。。。。    

◇◇◇◇行財政運営行財政運営行財政運営行財政運営ののののスリムスリムスリムスリム化化化化とととと効率化効率化効率化効率化がががが図図図図れれれれ、、、、

経費経費経費経費のののの削減削減削減削減ができるができるができるができる。。。。    

◇◇◇◇環境環境環境環境にににに配慮配慮配慮配慮したしたしたした庁舎建設庁舎建設庁舎建設庁舎建設によりによりによりにより光熱費光熱費光熱費光熱費

のののの削減削減削減削減がががが図図図図れるれるれるれる。。。。    

◇◇◇◇合併特例債合併特例債合併特例債合併特例債がががが有効活用有効活用有効活用有効活用できるできるできるできる。。。。 

 

 

◆◆◆◆大規模大規模大規模大規模なななな仮設庁舎仮設庁舎仮設庁舎仮設庁舎がががが必要必要必要必要であるであるであるである。。。。    

・・・・・・・・・・・・仮設庁舎仮設庁舎仮設庁舎仮設庁舎がががが分散分散分散分散するするするする可能性可能性可能性可能性もあるもあるもあるもある。。。。    

◆◆◆◆事業費事業費事業費事業費がががが高額高額高額高額になるになるになるになる。。。。    

◆◆◆◆文化財保護法文化財保護法文化財保護法文化財保護法（（（（埋蔵文化財包蔵地埋蔵文化財包蔵地埋蔵文化財包蔵地埋蔵文化財包蔵地））））のののの網網網網

がかかっておりがかかっておりがかかっておりがかかっており、、、、調査調査調査調査がががが必要必要必要必要であるであるであるである。。。。    

◆◆◆◆「「「「木造木造木造木造」」」」はははは、、、、準防火地域準防火地域準防火地域準防火地域でありでありでありであり、、、、関連法関連法関連法関連法

令令令令のののの制限制限制限制限があるがあるがあるがある。（。（。（。（大規模大規模大規模大規模なななな木造木造木造木造はははは困難困難困難困難））））    

◆◆◆◆高層化高層化高層化高層化するするするする場合場合場合場合、、、、用途地域用途地域用途地域用途地域のののの制限制限制限制限があがあがあがあ

るるるる。（。（。（。（日日日日影影影影規制規制規制規制・・・・道路道路道路道路隣地斜線隣地斜線隣地斜線隣地斜線規制規制規制規制などなどなどなど）））） 

 

 

 

 

 

 

 

パターンパターンパターンパターン１１１１ 解体解体解体解体    

解体解体解体解体    

解体解体解体解体    

新庁舎新庁舎新庁舎新庁舎 

――――    １１１１    ――――    

＜＜＜＜庁舎整備庁舎整備庁舎整備庁舎整備パターンパターンパターンパターン別別別別のののの利点利点利点利点・・・・課題課題課題課題、、、、問題点問題点問題点問題点＞＞＞＞    

資料資料資料資料２２２２－－－－１１１１    



 

 

 

    

 

■■■■現在現在現在現在のののの敷地敷地敷地敷地をををを利用利用利用利用しししし、、、、新館新館新館新館はははは耐震補強耐震補強耐震補強耐震補強にににに    

よりよりよりより活用活用活用活用しししし、、、、本庁舎本庁舎本庁舎本庁舎（（（（本館本館本館本館））））及及及及びびびび東館東館東館東館をををを    

解体解体解体解体しししし、、、、２２２２つをつをつをつを集約集約集約集約したしたしたした新庁舎新庁舎新庁舎新庁舎をををを建設建設建設建設すすすす    

るるるる。。。。 

 

 

◆「新館」耐震補強のイメージ図 

・・・別紙のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利点利点利点利点（（（（メリットメリットメリットメリット））））    課題課題課題課題・・・・問題点問題点問題点問題点（（（（デメリットデメリットデメリットデメリット））））    

◇◇◇◇庁舎規模庁舎規模庁舎規模庁舎規模がががが小小小小さくなることからさくなることからさくなることからさくなることから、、、、建設建設建設建設ココココ

ストストストストがががが節減節減節減節減できるできるできるできる。。。。    

◇◇◇◇仮設庁舎仮設庁舎仮設庁舎仮設庁舎のののの使用期間使用期間使用期間使用期間がががが短縮短縮短縮短縮できるできるできるできる。。。。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆◆◆◆効率的効率的効率的効率的なななな土地利用土地利用土地利用土地利用ができないができないができないができない。。。。    

    ・・・・・・・・・・・・新庁舎新庁舎新庁舎新庁舎とととと新館新館新館新館とのとのとのとの間間間間にににに未利用未利用未利用未利用スペスペスペスペ

ースースースースができてしまができてしまができてしまができてしまうううう。。。。    

◆◆◆◆新館新館新館新館のののの大規模大規模大規模大規模なななな耐震補強耐震補強耐震補強耐震補強・・・・改修改修改修改修がががが必要必要必要必要でででで

あるあるあるある。。。。    

◆◆◆◆改修工事施工中改修工事施工中改修工事施工中改修工事施工中にはにはにはには、、、、大規模大規模大規模大規模なななな仮設庁舎仮設庁舎仮設庁舎仮設庁舎

がががが必要必要必要必要になるになるになるになる。（。（。（。（工事中執務工事中執務工事中執務工事中執務はできなはできなはできなはできな

いいいい））））    

◆◆◆◆耐震補強後耐震補強後耐震補強後耐震補強後、、、、新館新館新館新館のののの耐用年数耐用年数耐用年数耐用年数がががが迫迫迫迫りりりり、、、、数数数数

年後年後年後年後にはにはにはには建替建替建替建替えのえのえのえの検討検討検討検討がががが必要必要必要必要であるであるであるである。。。。    

◆◆◆◆工事作業工事作業工事作業工事作業ヤードヤードヤードヤードがががが少少少少なくなくなくなく、、、、施工施工施工施工がががが困難困難困難困難でででで

あるあるあるある。。。。    

◆◆◆◆新庁舎新庁舎新庁舎新庁舎のののの高層化高層化高層化高層化はははは、、、、高高高高ささささ制限制限制限制限（（（（斜線斜線斜線斜線・・・・日日日日

陰陰陰陰））））によるによるによるによる建設位置建設位置建設位置建設位置のののの制約制約制約制約があるがあるがあるがある。。。。    

◆◆◆◆完成後完成後完成後完成後のののの駐車駐車駐車駐車スペーススペーススペーススペースはははは、、、、現在規模現在規模現在規模現在規模とほとほとほとほ

ぼぼぼぼ同様同様同様同様。。。。 

◆合併特例債合併特例債合併特例債合併特例債はははは有効有効有効有効にににに活用活用活用活用できないできないできないできない。。。。    

    （（（（改修改修改修改修はははは不可不可不可不可）））） 

パターンパターンパターンパターン２２２２ 耐震補強耐震補強耐震補強耐震補強    

解体解体解体解体    

解体解体解体解体    

新庁舎新庁舎新庁舎新庁舎 

――――    ２２２２    ――――    



 

 

 

 

■■■■現在敷地現在敷地現在敷地現在敷地のののの利用利用利用利用とととと周辺市有地周辺市有地周辺市有地周辺市有地をををを利用利用利用利用しなしなしなしな    

がらがらがらがら、、、、本庁舎本庁舎本庁舎本庁舎（（（（本館本館本館本館・・・・新新新新館館館館））））及及及及びびびび東館東館東館東館をををを    

全全全全てててて解体解体解体解体しししし、、、、必要必要必要必要なななな面積分面積分面積分面積分によるによるによるによる「「「「分庁分庁分庁分庁    

方式方式方式方式」」」」のののの新庁舎新庁舎新庁舎新庁舎をををを建設建設建設建設するするするする。。。。    

⇒⇒⇒⇒本庁舎本庁舎本庁舎本庁舎・・・・第第第第２２２２庁舎庁舎庁舎庁舎・・・・第第第第 3333 庁舎庁舎庁舎庁舎のののの新築新築新築新築    

又又又又はははは、、、、既存施設既存施設既存施設既存施設をををを活用活用活用活用ししししたたたた分庁分庁分庁分庁。。。。 

 

 

  〔〔〔〔久保町久保町久保町久保町：：：：柳田商店跡地柳田商店跡地柳田商店跡地柳田商店跡地〕〕〕〕            〔〔〔〔天神天神天神天神町町町町：：：：産文産文産文産文跡地跡地跡地跡地〕〕〕〕    

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

利点利点利点利点（（（（メリットメリットメリットメリット））））    課題課題課題課題・・・・問題点問題点問題点問題点（（（（デメリットデメリットデメリットデメリット））））    

◇◇◇◇仮設庁舎仮設庁舎仮設庁舎仮設庁舎のののの建設建設建設建設がががが必要必要必要必要ないないないない。。。。    

◇◇◇◇新庁舎新庁舎新庁舎新庁舎のののの規模規模規模規模がががが小小小小さくなりさくなりさくなりさくなり、、、、現在現在現在現在のののの本庁本庁本庁本庁

舎敷地舎敷地舎敷地舎敷地のののの駐車駐車駐車駐車スペーススペーススペーススペースがががが多多多多くくくく確保確保確保確保できできできでき

るるるる。。。。    

◇◇◇◇まちなかまちなかまちなかまちなか回遊回遊回遊回遊のののの一助一助一助一助となるとなるとなるとなる可能性可能性可能性可能性があがあがあがあ

るるるる。。。。 

 

 

◆◆◆◆窓口窓口窓口窓口等等等等、、、、ワンストップサービスワンストップサービスワンストップサービスワンストップサービスがががが図図図図れなれなれなれな

くくくく、、、、市民市民市民市民ササササービスービスービスービスのののの低下低下低下低下がががが懸念懸念懸念懸念されるされるされるされる。。。。    

◆◆◆◆庁舎建設経費庁舎建設経費庁舎建設経費庁舎建設経費がががが増増増増大大大大するするするする。。。。    

◆◆◆◆施設施設施設施設のののの維持管理維持管理維持管理維持管理費費費費がががが増増増増大大大大するするするする。。。。    

◆◆◆◆産産産産文文文文、、、、柳田商店柳田商店柳田商店柳田商店跡地跡地跡地跡地におにおにおにおけけけけるるるる駐車場駐車場駐車場駐車場（（（（商商商商

店会店会店会店会等等等等））））としてのとしてのとしてのとしての利用利用利用利用ができなくなるができなくなるができなくなるができなくなる。。。。    

◆◆◆◆災災災災害時害時害時害時のののの防災拠点防災拠点防災拠点防災拠点施設施設施設施設にならないにならないにならないにならない。。。。    

◆◆◆◆市市市市のののの中中中中心心心心施設施設施設施設としてのとしてのとしてのとしてのシシシシンンンンボルボルボルボルにはなにはなにはなにはな

らないらないらないらない。。。。    

◆◆◆◆第第第第２２２２、、、、第第第第３３３３庁舎庁舎庁舎庁舎のののの駐車駐車駐車駐車スペーススペーススペーススペースがががが少少少少ないないないない    

【【【【既存施設既存施設既存施設既存施設のののの活用活用活用活用】】】】    

◇◇◇◇上記上記上記上記よりよりよりより、、、、さらにさらにさらにさらに事業費事業費事業費事業費がががが小小小小さくなるさくなるさくなるさくなる。。。。 

◇◇◇◇既存施設使用可能面積既存施設使用可能面積既存施設使用可能面積既存施設使用可能面積：：：：1,0721,0721,0721,072 ㎡㎡㎡㎡    

 （（（（内訳内訳内訳内訳））））市民市民市民市民情報情報情報情報ＣＣＣＣ    ：：：：    225225225225㎡㎡㎡㎡    

            まちなかまちなかまちなかまちなか交流交流交流交流：：：：    333318181818㎡㎡㎡㎡ 

            市民文化市民文化市民文化市民文化ＣＣＣＣ    ：：：：    529529529529㎡㎡㎡㎡    

【【【【既存施設既存施設既存施設既存施設のののの活用活用活用活用】】】】    

◆上記上記上記上記よりよりよりより、、、、さらにさらにさらにさらに分散化分散化分散化分散化されるされるされるされる。。。。 

◆十十十十分分分分なななな床床床床面積面積面積面積がががが確保確保確保確保できないできないできないできない。。。。    

    ・・・・・・・・・・・・不不不不足足足足分分分分のののの新庁舎建設新庁舎建設新庁舎建設新庁舎建設がががが必要必要必要必要。。。。    

◆◆◆◆施設施設施設施設のののの用途用途用途用途においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、市民利用市民利用市民利用市民利用にににに支障支障支障支障

がががが生生生生じじじじるるるる。。。。 

 

 

パターンパターンパターンパターン３３３３ 

解体解体解体解体    

解体解体解体解体    

解体解体解体解体    

新庁舎新庁舎新庁舎新庁舎 

第第第第 2222 庁舎庁舎庁舎庁舎    第第第第 3333 庁舎庁舎庁舎庁舎    

市民情報市民情報市民情報市民情報    

センターセンターセンターセンター    

既存施設既存施設既存施設既存施設のののの活用活用活用活用    既存施設既存施設既存施設既存施設のののの活用活用活用活用    

まちなかまちなかまちなかまちなか交交交交

流流流流プラザプラザプラザプラザ    

既存施設既存施設既存施設既存施設のののの活用活用活用活用    

市民文化市民文化市民文化市民文化セセセセ

ンターンターンターンター    

――――    ３３３３    ――――    



 

 

 

    

 

■■■■本庁舎本庁舎本庁舎本庁舎（（（（本館本館本館本館・・・・新館新館新館新館））））及及及及びびびび東館東館東館東館をををを移転移転移転移転しししし、、、、    

新庁舎新庁舎新庁舎新庁舎をををを建設建設建設建設するするするする。。。。    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利点利点利点利点（（（（メリットメリットメリットメリット））））    課題課題課題課題・・・・問題点問題点問題点問題点（（（（デメリットデメリットデメリットデメリット））））    

◇◇◇◇現庁舎現庁舎現庁舎現庁舎でででで行政行政行政行政サービスサービスサービスサービスをををを提供提供提供提供しながらしながらしながらしながら、、、、

新庁舎新庁舎新庁舎新庁舎をををを建設建設建設建設できるのでできるのでできるのでできるので仮設庁舎仮設庁舎仮設庁舎仮設庁舎がががが必必必必

要要要要ないないないない（（（（整備整備整備整備コストコストコストコストのののの削減削減削減削減））））    

◇◇◇◇総合庁舎方式総合庁舎方式総合庁舎方式総合庁舎方式でありでありでありであり、、、、ワンストップワンストップワンストップワンストップ窓口窓口窓口窓口

のののの設置設置設置設置などなどなどなど、、、、集約的集約的集約的集約的・・・・効率的効率的効率的効率的ななななサービサービサービサービスススス

提供提供提供提供ができができができができ、、、、利用利用利用利用しやすいしやすいしやすいしやすい庁舎庁舎庁舎庁舎となるとなるとなるとなる。。。。    

◇◇◇◇防災拠点機能防災拠点機能防災拠点機能防災拠点機能やややや市民交流機能市民交流機能市民交流機能市民交流機能などなどなどなど、、、、新新新新たたたた

にににに求求求求められるめられるめられるめられる機能機能機能機能がががが導入導入導入導入しやすいしやすいしやすいしやすい。。。。    

◇◇◇◇（（（（移転先移転先移転先移転先によるがによるがによるがによるが））））効率的効率的効率的効率的なななな庁舎計画庁舎計画庁舎計画庁舎計画がががが

可能可能可能可能であるであるであるである。。。。    

◇◇◇◇施工施工施工施工はははは、、、、比較的比較的比較的比較的にににに容易容易容易容易であるであるであるである。。。。    

◇◇◇◇（（（（移転先移転先移転先移転先によるがによるがによるがによるが））））駐車駐車駐車駐車スペーススペーススペーススペースはははは、、、、ああああ

るるるる程度程度程度程度のののの台数確保台数確保台数確保台数確保はははは可能可能可能可能であるであるであるである。。。。    

◇◇◇◇行財政運営行財政運営行財政運営行財政運営ののののスリムスリムスリムスリム化化化化とととと効率化効率化効率化効率化がががが図図図図れれれれ、、、、

経費経費経費経費のののの削減削減削減削減ができるができるができるができる。。。。    

◇◇◇◇環境環境環境環境にににに配慮配慮配慮配慮したしたしたした庁舎建設庁舎建設庁舎建設庁舎建設によりによりによりにより光熱費光熱費光熱費光熱費

のののの削減削減削減削減がががが図図図図れるれるれるれる。。。。 

 

◆◆◆◆中中中中心心心心市市市市街街街街地地地地のののの衰退衰退衰退衰退がががが懸念懸念懸念懸念されるされるされるされる。。。。    

◆◆◆◆建設場建設場建設場建設場所選定所選定所選定所選定やややや用地用地用地用地取得取得取得取得等等等等にににに時時時時間間間間がががが必必必必

要要要要であるであるであるである。。。。    

◆◆◆◆旧旧旧旧庁舎敷地庁舎敷地庁舎敷地庁舎敷地のののの有効活用有効活用有効活用有効活用がががが課題課題課題課題となるとなるとなるとなる。。。。    

◆◆◆◆開発開発開発開発行行行行為為為為等関連法令等関連法令等関連法令等関連法令のののの手続手続手続手続きにきにきにきに時時時時間間間間がががが

かかるかかるかかるかかる。。。。（（（（市市市市街街街街化調化調化調化調整区整区整区整区域域域域はははは、、、、原則原則原則原則不可不可不可不可））））    

◆◆◆◆用地費等用地費等用地費等用地費等建設費建設費建設費建設費がががが高額高額高額高額になることがになることがになることがになることが予予予予

想想想想されるされるされるされる。。。。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パターンパターンパターンパターン４４４４    

 

解体解体解体解体    

解体解体解体解体    

新庁舎新庁舎新庁舎新庁舎 

耐震補強耐震補強耐震補強耐震補強・・・・活用活用活用活用    

＜＜＜＜移転場所移転場所移転場所移転場所のののの想定想定想定想定＞＞＞＞    

地方自治法第地方自治法第地方自治法第地方自治法第 4444 条第条第条第条第 2222 項項項項をををを勘案勘案勘案勘案しししし、、、、    

御成橋御成橋御成橋御成橋からからからから国道国道国道国道 293293293293 号線号線号線号線からからからから南大通南大通南大通南大通

りりりり交差点付近交差点付近交差点付近交差点付近までがまでがまでがまでが望望望望ましいましいましいましい。。。。    

移転移転移転移転    

移転移転移転移転    

――――    ４４４４    ――――    



＜＜＜＜「「「「新館新館新館新館」」」」耐震補強耐震補強耐震補強耐震補強ののののイメージイメージイメージイメージ図図図図＞＞＞＞    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（（（（ＨＨＨＨビビビビルルルル耐震耐震耐震耐震））））原宿原宿原宿原宿 

（（（（ＴＴＴＴ大大大大学学学学耐震耐震耐震耐震））））千葉千葉千葉千葉 

――――    ５５５５    ――――    



整備整備整備整備パターンパターンパターンパターン別別別別のののの想定想定想定想定するするするする整備形態整備形態整備形態整備形態    

「「「「階数階数階数階数（（（（建築面積建築面積建築面積建築面積））））」」」」及及及及びびびび来客用来客用来客用来客用「「「「駐車台数駐車台数駐車台数駐車台数」」」」    

    

    新庁舎新庁舎新庁舎新庁舎のののの想定想定想定想定するするするする整備規模整備規模整備規模整備規模（（（（必要面積必要面積必要面積必要面積））））をををを前提条件前提条件前提条件前提条件としてとしてとしてとして、、、、整備整備整備整備パターンパターンパターンパターン毎毎毎毎のののの「「「「階数階数階数階数

（（（（建築面積建築面積建築面積建築面積）」）」）」）」及及及及びびびび来客用来客用来客用来客用「「「「駐車台数駐車台数駐車台数駐車台数」」」」をををを比較比較比較比較するするするする。。。。    

    

    

    

    

    

    

【【【【評価評価評価評価するするするする際際際際のののの参考値参考値参考値参考値】】】】    

項項項項        目目目目    パターンパターンパターンパターン１１１１    パターンパターンパターンパターン２２２２    パターンパターンパターンパターン３３３３    パターンパターンパターンパターン４４４４    

＜＜＜＜本本本本    庁庁庁庁    舎舎舎舎＞＞＞＞    ＜＜＜＜本本本本    庁庁庁庁    舎舎舎舎＞＞＞＞    

＜＜＜＜本本本本    庁庁庁庁    舎舎舎舎＞＞＞＞

9,3869,3869,3869,386 ㎡㎡㎡㎡    

＜＜＜＜必要必要必要必要面積面積面積面積＞＞＞＞    

＜＜＜＜柳田跡地柳田跡地柳田跡地柳田跡地＞＞＞＞

3,0003,0003,0003,000 ㎡㎡㎡㎡    

敷地面積敷地面積敷地面積敷地面積    

9,3869,3869,3869,386 ㎡㎡㎡㎡    9,3869,3869,3869,386 ㎡㎡㎡㎡    

＜＜＜＜産文跡地産文跡地産文跡地産文跡地＞＞＞＞

2,2,2,2,400400400400 ㎡㎡㎡㎡    

20,00020,00020,00020,000 ㎡㎡㎡㎡    

（（（（用地未確定用地未確定用地未確定用地未確定））））    

＜＜＜＜本本本本    庁庁庁庁    舎舎舎舎＞＞＞＞    

2222,,,,000000000000 ㎡㎡㎡㎡    

＜＜＜＜柳田跡地柳田跡地柳田跡地柳田跡地＞＞＞＞    

1,0001,0001,0001,000 ㎡㎡㎡㎡    

想定想定想定想定するするするする    

建築面積建築面積建築面積建築面積    

（（（（１１１１階面積階面積階面積階面積））））    

3333,000,000,000,000 ㎡㎡㎡㎡    

新新新新    館館館館：：：：    941941941941 ㎡㎡㎡㎡    

新庁舎新庁舎新庁舎新庁舎：：：：2,0002,0002,0002,000 ㎡㎡㎡㎡    

＜＜＜＜産文跡地産文跡地産文跡地産文跡地＞＞＞＞    

1,0001,0001,0001,000 ㎡㎡㎡㎡    

3333,000,000,000,000 ㎡㎡㎡㎡    

＜＜＜＜本本本本    庁庁庁庁    舎舎舎舎＞＞＞＞    

5555 階階階階    

＜＜＜＜柳田跡地柳田跡地柳田跡地柳田跡地＞＞＞＞    

３３３３階階階階    

階階階階        数数数数    ５５５５階階階階～～～～６６６６階階階階    

新新新新    館館館館：：：：    ５５５５階階階階    

新庁舎新庁舎新庁舎新庁舎：：：：６６６６階階階階～～～～７７７７階階階階    

＜＜＜＜産文跡地産文跡地産文跡地産文跡地＞＞＞＞    

２２２２階階階階    

5555 階階階階からからからから 6666 階階階階    

    

敷地形状敷地形状敷地形状敷地形状によりによりによりにより    

高高高高さのさのさのさの調整可能調整可能調整可能調整可能    

＜＜＜＜本本本本    庁庁庁庁    舎舎舎舎＞＞＞＞    

4,04,04,04,000000000 ㎡㎡㎡㎡    

＜＜＜＜柳田跡地柳田跡地柳田跡地柳田跡地＞＞＞＞    

1,1,1,1,000000000000 ㎡㎡㎡㎡    

駐車場利用駐車場利用駐車場利用駐車場利用

可能面積可能面積可能面積可能面積    

3,0003,0003,0003,000 ㎡㎡㎡㎡    2,0002,0002,0002,000 ㎡㎡㎡㎡    

＜＜＜＜産文跡地産文跡地産文跡地産文跡地＞＞＞＞    

777700000000 ㎡㎡㎡㎡    

5,0005,0005,0005,000 ㎡㎡㎡㎡    

    

敷地形状敷地形状敷地形状敷地形状によりによりによりにより    

広広広広さのさのさのさの調整可能調整可能調整可能調整可能    

＜＜＜＜本本本本    庁庁庁庁    舎舎舎舎＞＞＞＞    

160160160160 台台台台／／／／25252525 ㎡㎡㎡㎡    

＜＜＜＜柳田跡地柳田跡地柳田跡地柳田跡地＞＞＞＞    

40404040 台台台台／／／／25252525 ㎡㎡㎡㎡    

＜＜＜＜産文跡地産文跡地産文跡地産文跡地＞＞＞＞    

28282828 台台台台／／／／25252525 ㎡㎡㎡㎡    

120120120120 台台台台／／／／25252525 ㎡㎡㎡㎡    80808080 台台台台／／／／25252525 ㎡㎡㎡㎡    

計計計計：：：：222228282828 台台台台    

駐車台数駐車台数駐車台数駐車台数    

東館跡地東館跡地東館跡地東館跡地：：：：30303030 台台台台    東館跡地東館跡地東館跡地東館跡地：：：：30303030 台台台台    東館跡地東館跡地東館跡地東館跡地：：：：30303030 台台台台    

200200200200 台台台台／／／／25252525 ㎡㎡㎡㎡    

 

新庁舎新庁舎新庁舎新庁舎におけるにおけるにおけるにおける想定必要面積想定必要面積想定必要面積想定必要面積 

１５１５１５１５，，，，００００００００００００㎡㎡㎡㎡とととと想定想定想定想定するするするする。。。。    

資料資料資料資料２２２２－－－－２２２２    



【整備パターン別概算費用・その他参考事項】

項　目 パターンパターンパターンパターン１１１１ パターンパターンパターンパターン２２２２ パターンパターンパターンパターン３３３３ パターンパターンパターンパターン４４４４

\5,934,000 \5,129,120 \6,399,000 \5,737,000

（既存施設利用）

（￥5,992,000）

\3,873,800 \2,992,500 \4,199,300 \3,472,000

（既存施設利用）

（￥3,914,400）

\2,060,200 \2,136,620 \2,199,700 \2,265,000

（既存施設利用）

（￥2,077,600）

65.28% 58.34% 65.62% 60.52%

（既存施設利用）

（65.33％）

③

法令上の規則＆

必要な手続き

○上位計画変更

○用途地域変更

○地区計画策定

　⇒都市計画決定

○開発行為協議

○農地転用

○土地に関する

　事前相談

防火上の地域区分

○中心市街地以外

　（現庁舎含む）

　は無指定

木造化の検討

分庁位置

３ヶ所とも

準防火地域。

（同左）

⇒分庁方式にて

ｺﾝﾊﾟｸﾄな庁舎や

RC造との混構造

ならば木造も可

能。

防火上の地域区

分が無指定

○床面積3000

㎡以下まで準耐

火建築物（大断

面の集成材を使

用）が可能。

⇒分棟やRC造と

の混構造ならば

木造も可能。

木質化の検討

④

○開発行為協議

○土地に関する

　事前相談

○準防火地域

・建築基準法

　第62条第1項

現庁舎位置は準防火地域。

①床面積500㎡以下は一般木造が

可能。

②床面積500㎡超～1500㎡以下

は準耐火建築物（大断面の集成材

を使用）が可能。

③床面積1500㎡超は耐火建築。

⇒集約した新庁舎を木造建築とす

るのは困難

屋根・外壁・内装のそれぞれに規制があるが、条件を満たすことで木材

利用可能。【床や腰板1.2ｍ（居室等）は制限無し】⇒ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰや排煙

設備の設置により居室の全面木質化が可能。

②

合併特例債の

普通交付税措置

算入可能額

【特例債額×0.7】

（千円）

総事業費における

合併特例債算入額

の割合

①

概算総事業費

（千円）

市の負担額

（総事業費-合併特例

債算入可能額）

別途用地費必要

資料２－３

用地費×0.7

も算入可能



◆庁舎の整備手法分類と評価

　～～～【パターン１】（概算・財源その他参考事項評価）～～～

1

延床面積 単　価 工事費

㎡ 千円 千円

15,000 - - 免震構造（総務省基準+2000㎡）

- - 5,025,000

耐震補強工事費 - - - 無し

新築工事費（※） 15,000 335 5,025,000 必要面積（総務省基準+2000㎡）

改修工事費 - - - 無し

- - 70,000

耐震補強工事 - - - 無し

新築工事（※） 15,000 一式 70,000

必要面積（総務省基準+2000㎡）

及び各種調査費含む

改修工事 - - - 無し

仮設庁舎工事 7,502 一式 - 仮設庁舎費に算入（委託）

解体工事 8,961 一式 - 建物解体撤去費に算入

7,502 75 562,000

本館・新館のみ、東館は継続使用、

設計費込み

8,961 21.8 195,000 現庁舎全て、設計費込み

- 一式 82,000

7243㎡⇒現在敷地面積（含む東館

敷地）-建築面積3000㎡

- - - 無し

- - 5,934,000 （※）は合併特例債に算入できる費目

400,000 H24現在（今後積み増し予定）

5,534,000

合併特例債 5,534,000

対象：新築関連の費用のみ

（東館の解体費用は対象外）

防災対策事業債 - 防災拠点としての機能分

一般事業一般単独債 -

- 新築庁舎に導入する機能分の可能性あり

0

5,934,000

市上位計画との整合

（市総合計画及び

　都市計画ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ）

問題無し

用途地域関連（都計法・建基法） 現庁舎敷地は商業地域のため問題無し

地区計画策定（都計法） 無し

開発行為の許可（都計法）

法第29条（切盛土等の造成をした

場合）

農地法・農振法 無し

土地利用に関する事前協議 市企画課への事前相談のみ

木造化の検討

現庁舎位置は準防火地域。

⇒床面積1500㎡超は耐火建築。集

約した新庁舎を木造建築とするのは

困難。

木質化の検討

屋根・外壁・内装のそれぞれに規制がある

が、条件を満たすことで木材利用可能。【床

や腰板1.2ｍ（居室等）は制限無し】⇒ｽﾌﾟﾘ

ﾝｸﾗｰ設置等で居室の全面木質化が可能。
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財

源

庁舎建設基金

地　方　債　（小計）

その他特定財源

一般財源

合　　計

概

　

　

算

　

　

費

　

　

用

建設工事費　（小計）

設　計　費　（小計）

仮設庁舎費（※）

建物解体撤去費（※）

外構・造成工事費（※）

用地購入費

合　　計

現在の敷地を利用し、本庁舎（本館・新館）及び東館

を全て解体し、既存庁舎を集約した新庁舎を建設す

る。

備　　考

構　　造



◆庁舎の整備手法分類と評価

　～～～【パターン２】（概算・財源その他参考事項評価）～～～

2

延床面積 単　価 工事費

㎡ 千円 千円

15,000 - -

新築庁舎は免震構造とする（総務省

基準+2000㎡）

- - 4,400,000

耐震補強工事費 3,361 13.7 46,000 新館のみ:【会議室・倉庫】で活用

新築工事費（※） 12,000 335 4,020,000 必要面積（総務省基準+2000㎡）-新館分

改修工事費 3,361 99.4 334,000 新館のみ:【会議室・倉庫】で活用

- - 75,000

耐震補強工事 3,361 一式 13,000 新館のみ、改修工事設計含む

新築工事（※） 12,000 一式 62,000

必要面積（総務省基準+2000㎡）

-新館分、各種調査費含む

改修工事 3,361 一式 - 耐震補強工事設計に算入

仮設庁舎工事 7,502 一式 - 仮設庁舎費に算入（委託）

解体工事 5,599 一式 - 建物解体撤去費に算入

7,502 60 450,120

本館・新館のみ、東館は継続使用、

設計費込み

5,599 21.8 122,000 本館・渡り廊下・東館、設計費込み

- 一式 82,000

7302㎡⇒現在敷地面積（含む東館

敷地）-建築面積2941㎡

- - - 無し

- - 5,129,120 （※）は合併特例債に算入できる費目

400,000 H24現在（今後積み増し予定）

4,275,000

合併特例債 4,275,000

対象：新築関連の費用のみ

（新館分仮設庁舎費や東館分解体費

用は対象外）

防災対策事業債 - 防災拠点としての機能分

一般事業一般単独債 -

- 新築庁舎に導入する機能分の可能性あり

454,120

5,129,120

市上位計画との整合

（市総合計画及び

　都市計画ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ）

問題無し

用途地域関連（都計法・建基法） 現庁舎敷地は商業地域のため問題無し

地区計画策定（都計法） 無し

開発行為の許可（都計法）

法第29条（切盛土等の造成をした

場合）

農地法・農振法 無し

土地利用に関する事前協議 市企画課へ事前相談のみ

木造化の検討

現庁舎位置は準防火地域。

⇒床面積1500㎡超は耐火建築。集

約した新庁舎を木造建築とするのは

困難。

木質化の検討

屋根・外壁・内装のそれぞれに規制がある

が、条件を満たすことで木材利用可能。【床

や腰板1.2ｍ（居室等）は制限無し】⇒ｽﾌﾟﾘ

ﾝｸﾗｰ設置等で居室の全面木質化が可能。
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事

項

法
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上
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○
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え
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財

源

庁舎建設基金

地　方　債　（小計）

その他特定財源

一般財源

合　　計

構　　造

概

　

　

算

　

　

費

　

　

用

建設工事費　（小計）

設　計　費　（小計）

仮設庁舎費（※）

建物解体撤去費（※）

外構・造成工事費（※）

用地購入費

現在の敷地を利用し、新館は耐震補強により文書館や

会議室として主に活用し、本館及び東館を全て解体

し、2つを集約した新庁舎を建設する。

備　　考



◆庁舎の整備手法分類と評価

　～～～【パターン３（概算・財源その他参考事項評価）～～～

3

延床面積 単　価 工事費

㎡ 千円 千円

15,000 - -

分庁の新庁舎は全て免震構造（総務

省基準+2000㎡）

- - 6,030,000

耐震補強工事費 - - - 無し

新築工事費（※） 15,000 402 6,030,000

必要面積（総務省基準+2000㎡）

単価増理由～建物を３棟に分けるた

め諸経費が増加

改修工事費 - - - 無し

- - 70,000

耐震補強工事 - - - 無し

新築工事（※） 15,000 一式 70,000

必要面積（総務省+2000㎡）及び

各種調査費含む

改修工事 - - - 無し

仮設庁舎工事 - - - 分庁舎新築により必要無し

解体工事 8,961 一式 - 建物解体撤去費に算入

- - - 分庁舎新築により必要無し

8,961 21.8 195,000 現庁舎全て、設計費込み

- 一式 104,000

11643㎡⇒現在敷地及びその外（柳田

商店跡地、産文跡地）-３庁舎分建築面

積4000㎡

- - - 無し

- - 6,399,000 （※）は合併特例債に算入できる費目

400,000 H24現在（今後積み増し予定）

5,999,000

合併特例債 5,999,000

対象：新築関連の費用のみ

（東館分解体費用は対象外）

防災対策事業債 - 防災拠点としての機能分

一般事業一般単独債 -

- 新築庁舎に導入する機能分の可能性あり

0

6,399,000

市上位計画との整合

（市総合計画及び

　都市計画ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ）

問題無し

用途地域関連（都計法・建基法）

現庁舎位置及び柳田、産文跡地とも

の商業地域であるため事務所の建設

に問題無し

地区計画策定（都計法） 無し

開発行為の許可（都計法）

法第29条（柳田及び産文跡地の造

成、現在地の切り盛土の場合等）

農地法・農振法 無し

土地利用に関する事前協議 市企画課へ事前相談のみ

木造化の検討

分庁舎位置３ヵ所とも準防火地域。

⇒床面積1,500㎡以下まで準耐火建築

物（大断面の集成材を使用）が可能。

分庁方式にてコンパクトな庁舎やRC造

との混構造ならば木造も可能。

木質化の検討

屋根・外壁・内装のそれぞれに規制がある

が、条件を満たすことで木材利用可能。【床

や腰板1.2ｍ（居室等）は制限無し】⇒ｽﾌﾟﾘ

ﾝｸﾗｰ設置等で居室の全面木質化が可能。
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庁舎建設基金

地　方　債　（小計）

その他特定財源

一般財源

合　　計

構　　造

概

　

　

算

　

　

費

　

　

用

建設工事費　（小計）

設　計　費　（小計）

仮設庁舎費

建物解体撤去費（※）

外構・造成工事費（※）

用地購入費

現在の敷地の利用と周辺市有地を利用しながら、本庁

舎（本館・新館）及び東館を全て解体し、必要な面積

分による「分庁方式」の新庁舎を建設する。

備　　考



◆庁舎の整備手法分類と評価

～～～【パターン３（既存施設を活用した場合）】（概算・財源その他参考事項評価）～～～

3

延床面積 単　価 工事費

㎡ 千円 千円

14,000 - -

分庁の新庁舎は全て免震構造（総務

省基準+2000㎡）-既存施設分

1000㎡（情報ｾﾝﾀｰ：318、文化ｾﾝ

ﾀｰ：529、チャット：228）

- - 5,628,000

耐震補強工事費 - - - 無し

新築工事費（※） 14,000 402 5,628,000

必要面積（総務省基準+2000㎡）-

既存施設分1000㎡

改修工事費 - - - 無し

- - 65,000

耐震補強工事 - - - 無し

新築工事（※） 14,000 一式 65,000

必要面積（総務省基準+2000㎡）

-既存施設分、各種調査費含む

改修工事 - - - 無し

仮設庁舎工事 - - - 分庁舎新築により必要無し

解体工事 8,961 一式 - 建物解体撤去費に算入

- - - 分庁舎新築により必要無し

8,961 21.8 195,000 現庁舎全て、設計費込み

- 一式 104,000

11643㎡⇒現在敷地及びその外（柳田

商店跡地、産文跡地）-３庁舎分建築面

積4000㎡（庁舎面積減ため、駐車場

面積増）

- - - 無し

- - 5,992,000 （※）は合併特例債に算入できる費目

400,000 H24現在（今後積み増し予定）

5,592,000

合併特例債 5,592,000

対象：新築関連の費用のみ

（東館分解体費用は対象外）

防災対策事業債 - 防災拠点としての機能分

一般事業一般単独債 -

- 新築庁舎に導入する機能分の可能性あり

0

5,992,000

市上位計画との整合

（市総合計画及び

　都市計画ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ）

問題無し

用途地域関連（都計法・建基法）

現庁舎位置及び柳田、産文跡地とも

の商業地域であるため事務所の建設

に問題無し

地区計画策定（都計法） 無し

開発行為の許可（都計法）

法第29条（柳田及び産文跡地の造

成、現在地の切り盛土の場合等）

農地法・農振法 無し

土地利用に関する事前協議 市企画課へ事前相談のみ

木造化の検討

分庁舎位置３ヵ所とも準防火地域。

⇒床面積1,500㎡以下まで準耐火建築

物（大断面の集成材を使用）が可能。

分庁方式にてコンパクトな庁舎やRC造

との混構造ならば木造も可能。

木質化の検討

屋根・外壁・内装のそれぞれに規制がある

が、条件を満たすことで木材利用可能。【床

や腰板1.2ｍ（居室等）は制限無し】⇒ｽﾌﾟﾘ

ﾝｸﾗｰ設置等で居室の全面木質化が可能。
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庁舎建設基金

地　方　債　（小計）

その他特定財源

一般財源

合　　計

構　　造

概

　

　

算

　

　

費

　

　

用

建設工事費　（小計）

設　計　費　（小計）

仮設庁舎費

建物解体撤去費（※）

外構・造成工事費（※）

用地購入費

現在の敷地の利用と周辺市有地を利用しながら、本庁舎（本

館・新館）及び東館を全て解体し、必要な面積分による「分

庁方式」の新庁舎を建設する（既存施設も利用）。

備　　考



◆庁舎の整備手法分類と評価

　～～～【パターン４】（概算・財源その他参考事項評価）～～～

延床面積 単　価 工事費

㎡ 千円 千円

15,000 - - 免震構造（総務省基準+2000㎡）

- - 5,405,000

耐震補強工事費 3,361 13.7 46,000 対象：新館（渡り廊下除く）

新築工事費（※） 15,000 335 5,025,000 必要面積（総務省基準+2000㎡）

改修工事費 3,361 99.4 334,000 対象：新館（渡り廊下除く）

- - 83,000

耐震補強工事 3,361 一式 13,000 新館のみ、改修工事設計含む

新築工事（※） 15,000 一式 70,000

必要面積（総務省基準+2000㎡）

及び各種調査費含む

改修工事 3,361 一式 - 耐震補強工事設計に算入

仮設庁舎工事 - - - 無し

解体工事 8,961 一式 - 建物解体撤去費に算入

- - - 無し

5,599 21.8 122,000 本館・渡り廊下・東館、設計費込み

- 一式 127,000

17000㎡⇒用地面積20000㎡-建

築面積３000㎡（移転造成最大

値）

- - -

用地面積（20000㎡）、整備位置

により別途必要

- - 5,737,000 （※）は合併特例債に算入できる費目

400,000 H24現在（今後積み増し予定）

4,960,000

合併特例債 4,960,000

対象：新築関連の費用のみ

（現庁舎解体費用は対象外）

防災対策事業債 - 防災拠点としての機能分

一般事業一般単独債 -

- 新築庁舎に導入する機能分の可能性あり

377,000

5,737,000

市上位計画との整合

（市総合計画及び

　都市計画ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ）

総合計画及び都市計画ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝとも

に修正･変更が必要。

用途地域関連（都計法・建基法）

市街化区域であっても、整備位置に

よっては用途地域変更が必要。

地区計画策定（都計法）

整備位置が市街化調整区域である場

合必要。都計法第12条の4

開発行為の許可（都計法）

1000㎡以上の開発行為について必

要。都計法第29条

農地法・農振法

従前が農地の場合、農地転用が必

要。農振地域は整備位置に該当無し

土地利用に関する事前協議 市企画課への事前相談のみ

木造化の検討

防火上の地域区分が無指定

⇒木床面積3000㎡以下まで準耐火建

築物（大断面の集成材を使用）が可

能。

木質化の検討

屋根・外壁・内装のそれぞれに規制がある

が、条件を満たすことで木材利用可能。【床

や腰板1.2ｍ（居室等）は制限無し】⇒ｽﾌﾟﾘ

ﾝｸﾗｰ設置等で居室の全面木質化が可能。
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庁舎建設基金

地　方　債　（小計）

その他特定財源

一般財源

合　　計

構　　造

概

　

　

算

　

　

費

　

　

用

建設工事費　（小計）

設　計　費　（小計）

仮設庁舎費

建物解体撤去費

外構・造成工事費（※）

用地購入費（※）

4

本庁舎（本館・新館）及び東館を移転し、新庁舎を建

設する。

※移転後の本館及び東館の解体撤去費と新館の耐震補

強･改修工事費は同一事業として算入。

備　　考


